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大規模小売店舗の立地に関するガイドラインの規定に基づき、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称   （仮称）ラ・ムー東勝谷店 

２ 大規模小売店舗の所在地  山口県下関市東勝谷 10071番地 外 

３ 地域貢献活動計画 

項目 細目 地域貢献活動の内容 実施時期 目標値 

1 地域づくりへの 

参画・協力 

①市町やまちづくり団体等が 

進める地域づくりへの協力 

・要望により検討 随時 要望により 

②祭りや各行事を実施する 

団体への協力 

・要望により検討 各種行事時期 要望により 

③ボランティア・ＮＰＯ団体等の 

活動や地域文化活動への協力 

・要望により検討 随時 申入れにより 

④地域住民のための 

コミュニティ・スペースの提供 

・要望により検討 随時 要望により 

2 地域産業の活性化 ①商工会議所、商工会等への加入 ・要望により検討 随時 継続 

②商店街の実施するイベント等への

協力 

・要望により検討 随時 申入れにより 

3 雇用の確保 ①地域及び県内からの雇用の促進 ・パート、アルバイトは、 

地元からの採用を計画 

随時 継続 

②安定的な雇用の確保 ・パート、アルバイトから正

社員採用への登用を計画 

随時 継続 

③障害のある人や高齢者の 

雇用の促進 

・高齢者の雇用促進を計画 随時 継続 



3 雇用の確保 ④女性雇用の促進 ・母子家庭の雇用を促進 随時 継続 

⑤インターンシップへの協力 ・要望により検討 随時 申入れにより 

4 環境・景観への配

慮 

①水保全対策・水循環確保の実施 ・従業員に対する節水への

意識付け 

随時 継続 

③ヒートアイランド・地球温高対策等

の実施 

・店内空調の適切な温度管

理を徹底。 

・省エネルギー対応機器を

導入 

随時 継続 

⑤「ノーレジ袋」トレイ削減、包装の

簡素化等による廃棄物抑制対策

の実施 

・買物袋持参運動の実施 

・簡易包装等による廃棄粒

の減量化を計画 

随時 継続 

⑥リサイクル対策等の推進 ・リサイクルボックスを設置 随時 通年 

⑦適切な廃棄物等の処理や 

環境美化対策の実施 

・分別処理を実施 随時 継続 

⑧光害対策の実施 ・過剰な照明を削減 随時 通年 

5 子ども、高齢者、傷

害のある人等への配

慮 

①店舗へのユニバーサルデザイン

の導入 

・身障者用トイレの設置 

・障害者用駐車枠の設置 

随時 通年 

⑤障害のある人が作成した 

授産製品の展示・販売等の 

取組への協力 

・要望により検討 随時 申入れにより 

⑧こどもたちの健全な育成への支援 ・小中学生の店舗見学、 

及び職場体験学習への 

協力 

随時 申入れにより 

6 安心・安全対策 ①災害時の避難場所や 

物資の供給 

・災害時に駐車場を 

避難場所として提供 

災害時 申入れにより 

②災害時における地域との連携や

ボランティア活動への支援 

・災害時にボランティア活

動団体への支援を提供 

災害時 申入れにより 

③防災訓練等への参加・協力 ・地域が実施する 

防災訓練等への協力 

随時 継続 

⑤実効性ある万引き防止等 

防犯対策の実施 

・従業員による見回り 

・防犯カメラを設置 

随時 継続 

⑥深夜営業時及び営業時間外の 

防犯・青少年非行防止対策の 

実施 

・犯罪及び青少年の 

非行防止のための 

青少年への声掛けを実施 

随時 継続 

⑦緊急通報体制の確立 ・緊急通報体制を計画 

 

随時 継続 



6 安心・安全対策 ⑧交通安全対策及び 

交通渋滞対策の実施 

・繁忙時に、駐車場内及び 

出入口付近で交通整理を

実施 

随時 継続 

⑨市町が進める交通対策や 

安全運動等への参加・協力 

・要望により検討 随時 申入れにより 

⑪高齢運転者等への配慮 ・障碍者駐車場枠や 

思いやり駐車枠を設置 

随時 通年 

7 撤退時の対応 

①早期の情報提供等 

②後継店の確保 

③従業員の雇用の確保 

④取引先企業に対する対応 

⑤店舗閉鎖に伴う環境悪化の防止 

⑥再利用可能な建物の建築 

 

・現在、撤退は考えておりま

せん。 

※万一、撤退を余儀なくさ

れた場合には、①～⑥の

事項について適宜対処い

たします。 

撤退時 ― 

 

 


